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団体設立経緯
　様々な体験の場を通じて、地域で支え合いながら
子育てができるまちづくりに寄与するため、「十勝お
やこ劇場」として昭和48年に創立され、平成18年
に法人化しました。
　今回の事業では、不登校のこどもたちやその保護
者が、学校や家庭以外で安心して自分らしく居られ
る居場所づくりや地域づくりを構築するために事業
を実施しました。

事業実施内容
　不登校で元気や自信を無くしたり、遊びや学びの
機会を失っているこどもたちが、安心して自分らし
く過ごせる居場所を提供するため、「アトリエスペー
ス（平日活動）」や「あそび場しゃべり場（土曜活動）」
などを実施しました。
　「アトリエスペース」では、昼食づくりやボードゲ
ーム、動画撮影など、こどもたちの主体性を尊重し
た活動のほか、孤立化しやすい保護者に対しても相
談援助事業を実施し、多角的な支援につながりまし
た。
　「あそび場しゃべり場」では、自由な遊びと交流の
空間を用意し、多様なニーズに対応することができ
ました。また、町内会と連携することで、様々な世
代の参加及び交流にもつながり、地域住民の交流の
場としても大きく寄与する結果となりました。

事業成果
　不登校のこどもやその保護者への支援を中心に、延
べ699名の支援につながりました。特に保護者支援
についてはニーズに対し、充実した成果をあげられま
した。
　また、急激に不登校が増える中で、市内全ての小中
学校に活動のチラシを配布した他、地域の各関係機関
に650部の事業成果報告書を配布したことで、マス
コミ取材や地域新聞への記事掲載にもつながる結果と
なり、教育委員会や社協との更なる連携や協働もみら
れました。

同事業に対する評価
　行政等とも連携強化を図り、元教員や現役教員
もメンバーに加え、専門的知見からアプローチさ
れた点などを高く評価しています。
　保護者支援の重要性をいち早く察知し、多角的
な視点で支援を行われた点も、不登校支援のモデ
ルケースになりうる取組みだと感じました。活動
を通じて得た課題への対応も含め、今後の更なる
発展を期待しています。

不登校の子どもたちが安心できる居場所づくり事業
【事業費総額 1,167 千円（ＷＡＭ助成金 1,136 千円）】

ヒアリング評価を通じて得られた特に優れた事例 4

どなたでも参加できる土曜開放活動の様子 小学生～高校生向けの幅広い世代間交流の様子

https://www.play-on-tokachi.net/

認定特定非営利活動法人
子どもと文化のひろばぷれいおん・とかち

（北海道帯広市）

U R L
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団体設立経緯
　基礎的な学びの過程で何らかの困りを経験してき
た方たちが、「国籍や学歴、年齢などに関わりなく誰
でも学べる教育の場を作ること」を目指して、令和
4年に団体を設立しました。
　義務教育未終了者、不登校児童生徒等の学び直し
や、在日外国人の日本語習得等、教育のセーフティ
ネットとして、公立夜間中学校の補完的な役割を担
う自主夜間学校を運営しています。

事業実施内容
　自分のペースで学び直しをしたい方や、入学要件
やそれぞれの事情等で公立夜間中学校には通えない
方々が気軽に参加し、学ぶことができる場の運営を
実施しました。
　学習会は毎週月曜日と金曜日の週2回、1日2コ
マで開催し、小中学校の基礎的な学習範囲を中心に
授業を実施しました。要望に応じて英語検定や日本
語学習、音楽などについても学習支援を行っていま
す。登録者は生徒約60名、スタッフ約80名となっ
ており、中には、京都市外から通われている方も多
くいます。利用者とスタッフは、単に「学ぶ」「教える」
といった関係性ではなく、共に同じ方向を目指す「ラ
ンナーと伴走者」という関係を目指し取組みました。
スタッフは大学教員や教員の現職・元職、大学生な
どがボランティアとして多く集まったことにより、
利用者のニーズに応じた幅広い学習支援をすること
ができました。

事業成果
　学習会には１回約20名ほど、延べ約1,360名の
参加がありました。また、ボランティアスタッフは、
毎回学習者を上回る参加があり、延べ人数は約
2,788人となりました。
　利用者の進度に合わせてカリキュラムを設定し、
利用者が納得するまで何度も取り組むことで、利用
者のニーズに沿った質の高い支援を実施することが
できました。

同事業に対する評価
　利用者の学習進度や特性に合わせてスタッフを
配置し、マンツーマンで指導にあたることで、細
やかな学習指導ができていること、また、利用者
の学習へ向き合う姿勢にも変化をもたらしたこと
から、利用者のあらゆるニーズを満たした事業を
実施されたと評価しています。
　マスコミへの掲載にもつながったほか、講演会
や研修会等の普及啓発の活動を通して、貴団体の
活動が広く認知されてきており、行政や連携先の
理解や協力も着実に進んできていますので、支援
の継続と更なる事業の拡大に期待しています。

教育のセーフティネット・自主夜間学校「いいあす京都」運営事業
【事業費総額 3,012 千円（ＷＡＭ助成金 3,012 千円）】

ヒアリング評価を通じて得られた特に優れた事例 5

学習会の様子 スタッフがマンツーマンで指導している様子

http://www.e-as.school/

自主夜間学校　「いいあす京都」
（京都府京都市）

U R L
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団体設立経緯
　若者支援に関する厚生労働省事業を運営していた
仲間内で、事業終了後も若者支援を継続したいとい
う有志が集まり、平成18年に団体を設立しました。
　設立当初から、「若者サポートステーション」、その
後「ユースサポート・ユースワーク藤沢」等を受託
開設しており、横浜市を中心に支援の場を拡大して
います。

事業実施内容
　これまでの事業を通じて、「働いている若者も経済
的不安感や孤独感を抱えているケースがある」とい
う新たな社会課題が浮き彫りになり、公的支援では
対象外となる「就労中の若者」を対象にした相談支援・
居場所提供事業を実施しました。
　相談支援は、担当相談員とじっくり話せるような
対話を大切にするなど心理的なサポートにも配慮す
るため、完全予約制で行いました。また、臨床心理
士やキャリアコンサルタント、社会福祉士等の専門
スタッフも在籍しており、専門的な支援も行ってい
ます。
　若者同士が知り合うきっかけとなる「多様な学び
の講座」、若者同士が安心して語り合い、人とのつな
がりを感じられる「交流タイム」は、孤独を抱えて
働く若者に安心とやすらぎを与える場として機能し
ました。
　また、利用者の声を運営に反映させることを重視
したことで、利用者が気軽に意見を述べ、参加でき
る環境が構築されました。

事業成果
　延べ人数66名が利用し、高い満足度を得られる
結果となりました。
　利用者インタビューでは、「心の支えとなってい
る」、「孤独感が緩和された」といった声が多数寄せ
られており、利用者のニーズに寄り添った支援を実
施することができました。

同事業に対する評価
　従来から取り組んできた若者への支援事業を通
じて顕在化した、社会問題になりづらい「就労中
の若者」の課題への取組みを事業化し、専門的支
援によって利用者のポジティブな行動変容につな
がった点を高く評価しています。
　内閣府の事業にも採択されており、着実に他地
域への影響をもたらしていると考えられることか
ら、広域へ普及していく「モデル事業」となるこ
とを期待しています。

孤独感を抱えて働く若者の心のよりどころ／相談と交流の場事業
【事業費総額 3,679 千円（ＷＡＭ助成金 2,322 千円）】

ヒアリング評価を通じて得られた特に優れた事例 6

利用者たちが交流している様子 利用者が集まる「ユースポートCafe」の様子

https://www.youthport.jp

特定非営利活動法人
ユースポート横濱

（神奈川県横浜市）

U R L
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モデル事業の概要および成果

　本章では、WAM助成において導入したモデル事業について、その効果や課題について振り返りを
行います。

　令和６年度は、「課題集中校等の福祉機能拡張としての校内居場所カフェ制度化事業」のモデル事業
の助成が終了しました。
　22ページからは、このモデル事業の取組みを紹介しています。

（1）モデル事業の導入経緯と概要

　WAM助成は、制度の狭間にある社会課題に対応するために活動する団体に助成を行っていますが、
社会情勢の変化により生じる社会課題は複雑なものとなっています。
　このような状況において、全国一律の課題に対応するだけでなく、それぞれの地域における固有の
課題を解決することが求められています。特に、地域共生社会の実現に向けては、行政や専門機関に
加え、団体の規模に関わらず地域に根付いて活動する民間団体や地域の方々を巻き込み課題に対応す
ることが必要となります。
　しかしながら、営利を目的としない民間福祉活動団体においては、図のように、その役割やステージ
に応じ必要な事業費用が異なります。先駆的な事業の実施や継続的な事業の実施を行うためには、財
源面など様々な課題を解消する必要があります。

　WAM助成における通常助
成においては、概ね、「団体立
上げ期」から「事業確立期」ま
でが支援のメインでした。一方、
地域共生社会の実現に向け、よ
り地域において先駆的、継続的
に役割を果たすためには、「発
展・成熟期」までの支援が必要
となります。そこで、人材確保
にかかる財源や活動を通じて生
じる新たなニーズに対応するこ
とを目的に新たな枠組みとし
て、令和元年度から「モデル事
業」を導入しています。モデル
事業には、以下のような特色が
あります。

メインターゲット

事業確立期
事業規模：100万円～500万円

発展・成熟期
事業規模：500万円～1,000万円

C
更なる広域化や
チャレンジ

団体立上げ期
事業規模：～100万円

A
団体立上げ期の
事業のスタート

アップ

B
既存事業の

ステップアップ

 活動実績で明らかになった課題全体
への対応

 制度化・モデル事業化に向けた取組
み

 地域の支え合い活動のとして浸透・
普及

 連携体制の構築による活動の発展
 調査や担い手育成を踏まえて行う事
業

 社会課題の解決に向けて、新たな
「モデル」となりうる事業

 全国展開など面的な広がり
 異分野・異業種との相互的な連携複
数年をかけて体系的に行う事業

 複数年にわたり安定した運営を行う
ため、事業の実施体制を確実に確保
すること

 連携団体と事業目標の共有化を図っ
た上で事業計画を作成すること

 事業成果の可視化を念頭に置き、外
部評価を受けること

 外部評価者と共に定期的な進捗管理
を行い、結果を報告すること

モデル事業

モデル事業の要件

事業立ち上げ後、連携によ
り課題解決を行う団体

制度創設につながる萌芽
的な取組み

他団体との連携による地
域活力の結集

立ち上げで特に資金が必
要

✓最長3年の計画を対象とした複数年事業であること
✓事業の中心とある人材を確保するため人件費を助成対象としたこと
✓外部の専門家との協力関係を形成し、助言を踏まえた適切な計画変更を可能とすること
✓行政との協力関係を構築するとともに、制度化やモデル化を目指す取組みを行うこと

5



21

（2）モデル事業における現状の課題および今後の構想

　モデル事業の実施により、一定の成果があげられている一方、以下の課題も見えてきました。
　ここでは、現行のモデル事業における課題と今後の構想について整理しています。

１．現行のモデル事業における課題
　審査・評価委員会委員とWAM助成事務局との意見交換から、以下の課題を見出しています。

・モデル事業として期待する内容を満たす応募が少ない
・伴走者の選定とその関わり方が事業の良し悪しに大きな影響を与える
・初年度の進捗ヒアリングで軌道修正を図る枠組みは重要だが、それだけでは軌道修正の限界がある
・複数年事業を実施し、モデルとして評価した事業を今後どのように普及させるかが課題

２．今後のモデル事業に向けて
　WAM助成では、これまで通常の助成事業とは別に「モデル事業」を設け、様々な社会課題に対応
してきました。
　一方で、制度化やモデル化を目指すには一定程度の組織力が必要なこと等から、WAMが期待する
内容を満たす応募案件の増加を見込むことが難しくなっています。
　また、事業の良し悪しには、伴走支援者の選定及び関わり方が重要となります。事業の進行状況に
応じて適時適切な軌道修正を図ることは、制度化やモデル化を目指す事業では特に不可決です。この
点においては、同様の事業を実施する団体同士の交流を促進し、事業展開を相互に支え合えるコミュ
ニティを育てることが、審査・評価委員会委員による進捗ヒアリングを補完する意味をもつと思われ
ます。
　別の視点では、現行のモデル事業は、複数年実施して優れたモデルを形成できたとしても、その後、
同様の事業を全国に広げるための枠組みがないのが現状です。現行のモデル事業は「新たなモデルと
なりうる事業」を「形成」するこ
とに軸足を置いていますが、それ
と地続きの枠組みとして「優れた
モデル事業」を普及させる段階を
支えるプログラムが加わること
で、他の民間助成とのシステムの
差別化ができるものと考えます
（右図参照）。
　当面の間は、引き続き、「形成」
に軸足を置きますが、普及方法な
どの課題について、より検討を深
め、モデル事業の充実を図ってま
いります。

モデル事業（形成型） モデル事業（普及型）

・政策化
・制度化
・モデル化

・テーマ化
・枠組み検討

・ネットワーク○○
・行政○○

・調査
・マニュアル・ツール開発

・仕組みづくり
・パイロット事業１期

２期

３期

・ 潜在的なニーズに対応する、
   新たなモデルとなりうる事業を幅広く募集

・ 現モデル事業や評価でA以上の事業の
   中から各地に普及すべき取組みを抽出 
しテーマ化

・ 複数年、分野の専門家と実施

・ 評価による成果の可視化

・ 複数年支援を前提に立ち上げを支援

・ 団体同士の交流、元になった事業の担当
 者がフォローアップする仕組みも検討

3年 ２年

モデル事業の全体像の構想
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事業概要
団 体 設 立：平成27年

事 業 期 間：令和4年度～令和6年度
　　　　　　（3ヵ年事業）

事 業 目 標：若者たちが自分らしく暮らせる環境づ
くりを目的に、学校と連携した支援の
構築を目指しています。

事業費総額：（　）書きはWAM助成金額
　　　　　　１年目　11,086千円（11,000千円）
　　　　　　２年目　11,057千円（11,000千円）
　　　　　　３年目　  8,136千円（  8,000千円）

団体設立経緯及びWAM助成の応募経緯
団体設立経緯
　「すべての人々がフレームインできる社会をつく
る」ことを目的に、平成27年に団体を設立しました。
　既存の社会フレーム（枠組み）では収まり切れずに、
社会的弱者となるリスクの高い若者たちが、活きい
きと暮らせる社会をつくるための活動を実施してい
ます。

WAM助成の応募経緯
　貧困や虐待、発達障害など、社会的に不利な背景
を持つ若者へのケアは、教員のみでは行き届かず、
不登校や進路未決定、早期離職等から、経済格差や
ひきこもりの状況に陥りやすくなっています。
　また、自ら支援を受けようと相談機関を訪れる若
者は少なく、なかなか早期発見することが難しいと
いう課題があります。
　このような背景から、こどもの頃から支援者と日
常的に出会い、不安や心配事があれば気軽に相談で
きる環境があることによって、早期発見や、中退や
卒業後も切れない支援を実現できる仕組みを作るこ
とを目指して、今回の事業を実施しました。

実施事業内容

１年目：
新規スタッフの採用やニーズのあるフードパント
リーを常設化させる等、事業体制の整備。
・学校と連携し校内の居場所の運営
・卒業生・中退生支援
・制度化のための調査研究
・事務局体制強化

２年目：
支援体制の見直し。制度化に向けた検討委員会
の開催と全国ネットワーク運営を実施。
・ 学校と連携し校内の居場所やフードパントリー
の運営
・卒業生・中退生支援
・制度化のための調査研究
・制度化に向けた情報発信の強化

３年目：
神奈川県の補助事業として「校内居場所カフェ」
の予算化を目指す。
・ 学校と連携し校内の居場所やフードパントリー
の運営
・卒業生・中退生支援
・制度化のための調査研究
・制度化に向けた他団体との連携強化
・予算化に向けた神奈川県との調整

校内居場所カフェの様子

（3）モデル事業における優良事例

「課題集中校等の福祉機能拡張としての校内居場所カフェ制度化」
実施団体   特定非営利活動法人パノラマ（神奈川県横浜市）
U R L   https://npo-panorama.com/
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事業成果

事業実施を通じて洗い出された課題・展望
　制度化を目指したこの3年間の活動において、高
校生やハイティーンへの若者支援が長らく行き渡っ
てなく、そのことが教育的課題のみならず、様々な
格差を背景とした福祉的課題も長期間抱えてしまう
状況にあることを改めて痛感しました。
　校内居場所カフェでの公的事業化については、全
国ネットワークを発展させるとともに、若者支援の
ビジョンを明確に描き、引き続き政策提言等により
国に働きかけていきたいです。

同事業に対する評価
　支援ニーズの高い生徒は、特定の高校に集中し
ているとの観点から、課題集中校をターゲットに
予防的支援として、校内居場所カフェを地域で展
開されました。また、「校内居場所カフェ」のネッ
トワーク化と制度化に向けて、こども家庭庁など
へ働きかけ、全国で委託事業として広がっている
ことは大きな成果であったと思料します。
　特に、教育分野に福祉的支援機能を融合させる
という非常に困難な課題にチャレンジし、制度の
狭間にある潜在的ニーズが重篤化する前に予防で
きる支援を実現させ、制度化への一歩を踏み出し
たことを高く評価しています。
　また、事業実施にあたって振り返りも着実にで
きており、PDCAサイクルによる事業展開として
も高く評価しています。

・神奈川県の補助事業として、「校内居場所カフェ」が予算化されました。
・ 2023年のこども家庭庁準備室による「NPO等と連携したこどもの居場所づくり支援モデル事業」
に「校内カフェ」が入ったことにより、全国で委託事業が立ち上がりました。

成果

　入学前支援を実施し、各自治
体から後援をもらうことで、従
来の方法では手が届かなかった
層へのリーチができました。居
場所カフェにおいては、食支援
のニーズが高まっていたため、
食べ物配布の定期開催やフード
パントリーの常設化も実施しま
した。また、新規スタッフを3
名雇用し、運営体制を強化する
ことができました。
　また、制度化に向けては様々
な機関との調整の難しさが課題
でしたが、校内居場所カフェ全
国ネットワークの設立に注力
し、当該ネットワークの幹事団
体との協議を重ねることで、全
国的な動きを可能とする道筋が
見えてきました。

　他地域で校内居場所カフェの
認知度が少しずつ向上し、各地
から「校内居場所カフェ」に関
する問い合わせが増加しまし
た。
　また、1年目の校内居場所カフ
ェはコロナ禍により十分に取り
組むことができませんでした
が、洗い出された課題を踏まえ
たことで、2年目はコロナ以前の
連携体制にまで戻すことができ
ました。
　さらに、校内居場所カフェ全
国ネットワーク設立準備委員会
では、「全国での高校内居場所
カフェの実現・運営に向けての
声明」を作成し、こども家庭庁
へ提出したことで現場の声を届
けることができました。

　学校連携事業や卒業生・中退生
支援事業においては、継続して実
施することで、支援者の早期発
見・支援への仕組みづくりを進め
ていくことができました。
　そして、他機関連携について
は、校内居場所カフェ全国ネット
ワークが正式に発足し、多種多様
な団体とのコミュニケーション・
プラットフォームを形成し、オン
ライン等で定期的に意見交換をす
ることができました。
　また、こども家庭庁の予算獲得
までは至らなかったものの、結果
として神奈川県子どもみらい局青
少年課により、補助事業として予
算化することができました。

１年目 ２年目 ３年目

食
支
援
の
様
子
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（1）助成事業の継続状況

フォローアップ調査結果

　令和5年度の助成先団体のうち、全体の91%が助成期間
終了後もWAM助成で実施した事業を継続していました。
　また、事業を継続している団体のうち、半数の団体が「事
業規模を拡大、充実発展させて実施している」と回答しており、
WAM助成の効果が助成終了後も継続していることがわかり
ます。（図①）
　事業規模を拡大・発展させた団体にその内容について確認
したところ、「質の向上」を挙げた団体が最も多く、次いで「支
援対象者の増加」や「スタッフの増加」が挙げられました。

　上記①で事業を継続していると回答した
団体に対し、「助成期間中のどのような取組
みが現在の継続状況につながっているか」
について調査したところ、図②のような結
果となりました。
　取組み内容では例年と同様に、「他団体と
の連携構築」が最も多く、次いで「報告書
配布など成果普及の取組」、「啓発イベント
の実施」、「行政や関連団体との定例会議」
が上位に挙がりました。
　なお、事業規模を拡大・発展させた団体
のうち、92％が助成事業を通じて連携団体
数を維持・増加したと回答しており、行政
等を含む他団体との連携構築に積極的に取
り組むことが、活動の継続にも大きく寄与
していることが明らかになりました。

　令和5年度にＷＡＭ助成を受けて事業を実施した116団体に対しフォローアップ調査を実施しまし
た。
　フォローアップ調査は、WAM助成事務局が、団体に対し助成事業の終了後１年以上経過時に実施
している、ＷＡＭ助成で実施した事業の継続状況、波及効果及び課題等を把握し、ＷＡＭ助成の成果
確認を行うとともに、改善につなげることを目的とした調査です。
　今年度の調査の結果は次のとおりです。

事業の継続状況①

継続につながった取組み（複数回答）②

実施していない
7％

未回答　2％

事業を

拡大

48％
同規模

21％

縮小

22％

他団体との連携構築

報告書配布など成果普及の取組

啓発イベントの実施

行政や関係団体との定例会議

スタッフへの研修

寄付・会員募集

事業評価

市民ボランティアへの講習

その他

84

64

55

51

44

33

33

17

10

（回答数）

図①

図②

6
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（2）モデル事業化・制度化に向けての取組み

　令和5年度にＷＡＭ助成を受けて実施した事業の中には、その後、行政によるモデル事業化・制度
化に発展したものもありましたので、ご紹介させていただきます。

モデル事業化・制度化・予算化された事例（一部抜粋）

●フリースクールへ通う子をもつ家庭への支援事業
●こどもの居場所づくり支援事業
●外国人妊婦付き添い事業
●こどもの生活支援強化事業（こども食堂、ひとり親家庭への支援）

　今回の調査では、不登校などを支援するフリースクール事業のほか、妊産婦や子育て世代への支援
事業など、世相を反映した事業がモデル事業化・制度化・予算化につながっていることがわかりました。
　なお、モデル事業化・制度化された事業を実施した団体がどのような取組みを行ったのか調査した
ところ、次のような回答が得られました。

　■「事業実態の共有やアンケートの提出、イベント・研修での交流、面談やメールでの意見交
換、制度設置の提言等、行政への働きかけを行った。」

　■「WAM助成の実績をもとに行政に説明を行い、事業化につながった。また、県内の関係
団体へ事業説明会や研修会の機会を設け、事業の社会的必要性について普及啓発を行っ
た。」

　■「行政へWAM助成で実施したアンケートや報告書を持参したことで、議会での提言につ
ながり、制度化された。」

　■「他団体と連携しながら、県内や市内で実施可能なものを行政に提言し、制度化された。」

　■「毎年自治体に事業報告をしている中で、行政が事業に興味を示し、視察を受けて制度化に
つながった。」

　このように、行政に対し、アンケート結果や事業成果報告を丁寧に行って信頼を獲得するなど、行
政との関係性を密に構築することによって、モデル事業化・制度化・予算化されていくケースが多い
ことが分かりました。
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（3）事業継続にあたっての今後の課題

事業継続にあたっての今後の課題（複数回答）①
　助成事業の継続にあたっての組織運営上の課題に
ついて、全体では、「収入源の確保」が最も多く、
次いで、「人材確保、育成」となり、例年と同様の
傾向がみられました。（図③）
　また、一部の団体からは、「日々の事業運営が優
先され、基盤整備や計画立案に必要な時間を十分に
確保できなかった」という意見が寄せられました。
　これらの課題により、安定した資金基盤の確立が
できないことで、人材確保や育成が難しくなり、日
常業務に追われ、中長期的な計画策定に充てる時間
を十分に割くことができない「負の連鎖」に陥って
いる団体が多い実態も垣間見られました。

課題に対しての取組み②
　図③のとおり、団体は事業実施の上で多くの課題を認識していることがわかりました。これらの課題
に対して、現在取り組んでいることを調査したところ、次のような回答が得られました。

　■「スタッフの育成・確保のために、研修会の開催や活動の公開を積極的に行い、人員を募っ
ている。また、他団体との連携や地域活動にも参加し、活動範囲や賛同者を広げている。」

　■「ファンドレイジング、SNS発信などに精通している方をメンバーに加え、組織力を強化
した。」

　■「支援とともに、イベントなどへの出店のほか、ネットショップや実店舗を開くといった販
売事業を行うことによって、活動への理解者と支援者を増やすことができ、結果として人
材確保につながった。」

　　　

（4）フォローアップ調査結果からのまとめ

　今回のフォローアップ調査を通して、助成先団体の事業継続等に係る取組みや課題が明らかになり
ました。限られたリソースの中で、団体の組織基盤の強化につなげることは容易ではないことも想像に
難くありません。
　しかしながら、短期的な事業実施だけではなく、助成金終了後を見据えた中長期的な計画策定や他
団体との連携強化、事業成果の発信、行政への働きかけなど、地道な取組みが組織の強化や持続性に
つながっていることも今回の結果として現れています。
　上記の取組みを「助成期間中」から少しずつでも進めることで、課題解決への足掛かりや事業の持
続性を高める効果が期待できると考えられます。今後も団体の活動目的や将来展望にも寄り添いなが
ら、引き続き支援内容の充実に努めてまいります。

収入源の確保

人材確保・育成

中長期的な目標設定、事業計画

一般向け広報の充実

対象者へのアプローチ、支援の方法

事業運営力の向上

外部の人脈・ネットワークの拡大

後継者の不足

事業規模の拡充

事業評価導入

借入や投資の受入

その他

80

69

56

44

43

42

35

29

27

25

7

5

（回答数）

図③
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今後のWAM助成の充実に向けて

　本章では、今おかれている社会課題や今年度実施した事業評価を踏まえ、今後のWAM
助成の充実に向けた方向性を提示します。

　WAM助成は、地域の福祉課題の解決に留まらず、地域の活性化や支援体制の整備につ
ながることを目指していることから、WAM助成によって実施していただく事業は一過性
のものに留まらず、その効果も、より広範かつ継続されることが期待されます。そこで重
要ポイントは活動を通じて培われた協働関係やネットワークが助成終了後も継続されるこ
とと考えており、WAM助成の応募の要件として、「他の団体と連携しながら事業を行う」
こととしております。

　また、地域の課題が多様化・複雑化しており、個々の民間福祉団体が単独で解決するの
は困難になっている状況や、多くの団体が人材確保や資金調達といった運営体制の維持に
課題を感じている状況の中で、地域の複雑な課題に対応するための行政や他の民間福祉団
体との協働・ネットワークづくりに取り組む、あるいは中間支援組織のサポートを受ける
など、事業の継続のためには他者の協力を得ることは大変重要になっております。

　しかしながら、ひとえに「連携」と言っても、これまでつながりのなかった団体や行政
など、外部との関係づくりは容易ではないことも多く、また、地域によっては、団体同士
の連携が活発でないところもあります。

　これまでWAM助成では、助成先団体と地域との連携の支援のため、WAM助成の認知
度を向上させることによるWAM助成採択団体の活動や団体そのものの信頼度の向上、外
部に信頼される組織づくりについての研修の実施、団体が実施した事業の成果普及の支援
や、行政や中間支援組織と連携し、地域の制度の狭間にある福祉ニーズに合った助成メニ
ューの検討に取り組んできましたが、これらは間接的な支援となっております。

　そこで、各団体の創意工夫ある活動がより効果的に助成終了後も継続できるよう、これ
までの取組みに加えて、行政や中間支援組織などへの助成先団体の実績の発信の強化や、
助成先団体同士で交流できる場の提供など助成先団体が多様な主体と連携を促進する直接
的な支援についても検討し、様々な生きづらさを抱える方を切れ目なく支えていける地域
を支える福祉活動の充実を図っていきます。

（1）WAM助成を他者とつながるきっかけに（WAM事務局より）

7
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（2）中間支援組織に求められる役割

社会福祉振興助成事業　審査・評価委員会　吉田 建治 委員

社会課題の羅針盤として - 未来志向で求められる中間支援機能 -
　今、私たちが直面している地域社会の問題は、単一の主体や一過性の事業で解決できるものではなく、構造
的かつ複合的に絡み合っています。困窮・孤独孤立・ひきこもり・就労などにまつわる困りごとは、福祉・教育・
雇用などの行政施策の境界を超え、複雑に絡み合って「生きづらさ」となって顕在化しています。この状況に
おいて、地域では多様な民間非営利組織（以下、「NPO」と呼ぶ）が活動を展開し、多様な試みが行われてい
ます。こうした個々の活動による成果が一過性のものに留まらず、さらに広範な効果を継続的に生み出すため
には、分野やセクターを横断した多様な主体の連携がこれまで以上に重要になります。

　多様な主体の連携が重要性を増す背景には、主に「３つの社会的変化」があります。

① 地域課題の「多様化・複雑化」と複合的な支援の必要性
　例えば、生活困窮者を支援する際には、住居・食糧・就労・医療、更には家族関係の問題に同時にアプローチす
る必要があることも少なくありません。こうした複雑に絡み合う問題に個々の団体が単独で解決するのは困難です。

②「公助」の限界と「共助」への期待の高まり
　少子高齢化と財政制約が厳しさを増す中で、行政サービス（公助）だけでは対応できない「制度の狭間」が
拡大しています。地域の多様な課題に対応するためには、住民、NPO、企業といった非営利・民間セクターの
力、すなわち「共助」の力を最大限に引き出し、これを公助と連携させる仕組みが不可欠です。

③ 団体の「組織基盤の脆弱性」の克服
　どんなに優れた事業も、それを担う組織が疲弊してしまっては継続できません。多くの団体が人材確保や資
金調達といった運営体制の維持に課題を抱えています。WAM助成が期待する「協働関係やネットワークの継
続」を実現するためにも、団体自身の持続可能性は重要です。そのためにリソースを持ち寄り、地域の中で支
え合う関係が求められます。

　なお、こうした社会の変化を背景に多様な主体の連携を生み出すため、WAM助成は「中間支援組織」に着
目しています。具体的には以下の「３つの機能」です。

１）地域住民の声やNPOの活動から地域や社会の課題をキャッチし、そうした課題に対応する活動に市民
が参加する機会を作ることで「共助」の担い手を育て、市民自治を実現する地域支援の機能
２）専門性やリソースが異なる複数の団体や行政、企業などと社会課題を共有し、対話を通して制度や市場の
変革を促すためのコーディネート役として、戦略的な協働の枠組みを構築する関係性支援の機能
３）必要に応じて活動が継続されるために、自立した組織運営を実現する組織支援の機能

　特にWAM助成においては、上記の１・２がポイントになるように感じます。NPOはもともと、参加と連
携を重視した組織体で、特定の省庁に基づいた組織ではないため、課題を解決するために柔軟に多様な主体と
連携することを得意としています。その上で中間支援機能を専門とする組織がコーディネーターとして協力す
ることで、こうした動きがさらに強化されるのではないでしょうか。

　一方で「中間支援組織」は、仲介の専門機関として、これまでつながりのなかった主体も含めて、行政、企業、
他分野のNPOなどと積極的につながり、多様な相乗効果が生まれるよう丁寧にコーディネートを行うことが
求められます。多様な主体の連携を創り出すことで実効性のある「協働」を築くこと。更には、活動を通して
得られた経験や成果を整理し、構造化し、制度の狭間にある福祉ニーズを行政や議会に届け、対話の場を作り、
政策形成につなげること。これにより、民間による地域福祉活動がより充実するとともに、より良い制度・環
境整備が促進されることを期待しています。
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